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環境法政策学会執筆要領 

 

 研究論文及び研究ノート等の投稿に当たっては、本学会投稿規程のほか、以下の執筆要

領に従うこと。 

 

I．投稿区分等の明記  

投稿原稿の提出にあたっては、投稿区分等（本学会投稿規定細則の I．にいう「投稿区

分」及び「細区分」をいう。以下同じ）を 1 つ選択し、投稿原稿の表紙及び投稿申込書に

明記すること。これらのいずれにも投稿区分等の記載がない場合、編集委員会は、当該投

稿原稿を受け付けないことができる。  

 

II．原稿の体裁と分量  

(1) 投稿原稿は、ワープロソフト（MS Word が望ましい）で作成する。 

(2) 原稿は A4 サイズを使用する。  

(3) 分量は、投稿区分ごとに以下の通りとする。この字数制限には、図・表・参考文献・

注釈を含み、表題、要旨等は含まない。  

①研究論文：10,000 文字以内を標準とし、最大 16,000 文字。  

②研究ノート等：6,000 文字以内を標準として、最大 8,000 文字（ただし、評釈は

4,000 文字）  

※全角文字と半角カタカナは１文字として換算し、半角英数字は２字で１文字

として換算する。  Word の「文字カウント」機能を使うとすれば、以下の

①＋②（端数切り捨て）で計算する。  

①「全角文字数及び半角カタカナの数」  

②「文字数（スペースを含めない）」から「全角文字数及び半角カタカナの数」

を控除した残りを２で割った数字（端数切り捨て）  

※図・表は、読み取れる程度の大きさに調整し、その占める行数でカウントする。 

III．原稿の形式 

(1) 原稿に用いる用語は、日本語とし、現代かな遣い、常用漢字を用い、簡潔にわかり

やすく書く（できる限り、一文は短い方が望ましい）。 

(2) 本文は一段組とする。   

(3) ページ設定を A4（横書き）とする。 

(4) 文字の書体は、明朝体を基本とする。文字の大きさは、表題は 14 ポイント、注は 8
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ポイント、それ以外は 10.5 ポイントを基本とする。  

 

IV．投稿原稿の内容と記載の順序   

(1) 第 1 ページ（表紙）には、投稿原稿の表題、執筆者名、執筆者の所属機関及び投稿

区分等を和文で記載する。  謝辞を入れる場合は、このページに書く。  

(2) 第 2 ページ（本文第 1 ページ）には、まず、論文等の研究表題及び和文キーワード

（5 語以内）を記載し、本文（ページ番号及び行番号を必ず記載すること）、注を記載

する。 

(3) 最終ページ（裏表紙）には、論文等の表題、所属機関及び執筆者名（フルネーム）

を英文で記載する。なお表題については英語以外の外国語により記載することを妨げ

ない。 

 

V．本文 

(1) 構成は、節・項立てとし、それぞれに見出しをつける。節は 1 からアラビア数字順

とし、項は（１）からアラビア数字順とする。その次の階層は（ア）➡（ⅰ）の順と

する。 

(2) 文体は、「である調」を使用する。  

(3) 数字は、原則としてアラビア数字を用いる。ただし、熟語や成句は漢数字を用いる。  

(4) 注は、文末注とする。 

(5) 文献の引用 

①日本語文献の引用方法 

原則として、法律編集者懇話会作成『法律文献等の出典の表示方法』

（https://houkyouikushien.wixsite.com/bunken）によるものとする。  

②外国語文献の引用方法 

当該国・地域等の法律文献の出典の表示に係る標準的な方法を用いることができる。

ただし、この場合、投稿者は、自らの専門分野以外の会員も理解できるよう配慮する。  

(6) 図表には、題及び通し番号を付し、図の場合には図下中央に、表の場合には表の左

上に記す。 

(7) 図表は、そのまま版下として（画像ではなく）使用できるように作成する。編集上、

縮小されても文字が読み取れるように注意する。  

(8) 査読を行うため、本文及び脚注では著者を特定できるような表現（「拙稿」や「自著」

など）を避ける。謝辞を入れる場合は、投稿原稿本文にはスペースのみを確保するこ

ととし、謝辞は、第 1 ページ（表紙）の末尾に入れる（上記 IV．(1)参照）。 

  

VI．校正 

 執筆者による校正は、Word ファイル上の初校、PDF 上の再校（体裁確認）のみ行う。

校正は、誤字脱字等の訂正程度に止め、文章、図表等の大幅な訂正、変更は認めない。  


